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2024年２月

ー季節のお話ー

YouTuberのなおたかさんがオーナーのビアキッチン！

毎日のサーバーの徹底したメンテナンス、樽の鮮度管理、

グラスの徹底した洗浄を完璧にされており、

絶品ビールがいただけます。

ビールに合うフードもたくさんあるのでふらっと

一杯だけのつもりが、ついつい飲み過ぎちゃいました。

PERFECT BEER KITCHEN
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ー不動産情報ー

厄年（やくどし）の人のための2回目の正月。

厄年の人が「年かさね」と称して、この日を2回目の元日として仮にひとつ歳をとらせ、

厄年を早くやり過ごそうとする風習です。

厄年とは、厄災が身に降りかかるとされる年のことで、

本厄は一般的に数え年で男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳。

また、昔の平均寿命が40歳前後であったことから、男性42歳、女性33歳は大厄で、

そろそろ身体に注意したほうが良いという警告だったという説もあるみたいです。

健康第一！厄年があることによって生活習慣を見直すきっかけになりますね。

2月1日は重ね正月の日

◇相続登記義務化

2024年4月1日より土地を相続した人はその土地を3年以内に相続登記の申請が必要

で、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料を支払う必要がある。

◇贈与税持ち戻し期間の延長

これまでは相続発生の3年前までの生前贈与は、相続財産とみなされていた。

・2024年1月1日以降の贈与からは、贈与税の持ち戻しが7年へ延期。

・2031年まで段階的に延長され、2026年12月末までは3年、

・2027年1月～2030年1月末までは3～6年、2031年に7年となる。

これは生前贈与のかけこみ贈与での対策のため行われる施策となっている。

日本漢字能力検定協会が毎年発表している2023年の『今年の漢字』では「税」が

選ばれるほど、昨年は増税や物価高騰などお金に注目が集まる1年となりました。

そこで2024年から施行される税関係の法律を一部ご紹介します。

税金・相続に関するご相談も承っておりますので、

お気軽に東京トラストまでご相談ください。


